
変化の態様が一意匠として認められる例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 意匠登録第１５０５３１２号  たばこ用自動販売機 

 

２   意匠登録第１５０６８０５号  携帯情報端末 

 

３ 意匠登録第１５１３３２２号     画像プリント用受付端末機 

 

４   意匠登録第１５１００８５号     携帯情報端末 

 

 

 

変化前の画像と変化後の画像が、以下の（ⅰ）及び（ⅱ）の要件を満たす場

合にのみ、変化の態様が一意匠として認められます。 

（ⅰ）物品の同一機能のための画像であること 

（ⅱ）変化の前後に形態的関連性が認められるものであること 

(意匠審査基準 74.8.1.4より)  



【登録番号】 意匠登録第 1505312 号 

【出願日（出願基準日）】 2014. 02.14 

【分類】 J5-130  W 

【意匠に係る物品】 たばこ用自動販売機 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は、「使用状態を示す参考図」に示すとおり、商品を商品陳列部に画面

表示し、購入商品を選択して購入することができるタッチパネル式のたばこ用

自動販売機であり、「変化した状態の表示部の拡大図」は、商品を選択を、表

示画面にタッチして選択することを、購入者に知らせるための画面である。 

【意匠の説明】 破線で表した部分以外の部分が、意匠登録を受けようとする部分である。左

側面図は、右側面図と対称につき省略する。底面図は、平面図と対称につき

省略する。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

【表示部の拡大正面図】 

 

【変化した状態の表示部の拡大正面図】 

 

【右側面図】 

 



【平面図】 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1506805 号 

【出願日（出願基準日）】 2014. 01.30 

【分類】 H7-725  W 

【意匠に係る物品】 携帯情報端末 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は，生体認証，主に指静脈認証における静脈パターン登録機能を有す

る携帯情報端末である。携帯情報端末に接続された指静脈読み取り装置（図

示せず）に指を配置し登録するときにそれぞれの指の登録を誘導する画面で

ある。右手左手，それぞれ任意の指を複数本登録するためにそれぞれの指を

誘導，確認するための表示である。正面図は携帯情報端末の画面上に指静

脈が未登録な状態を示すもの，変化した状態を示す正面図（１）は登録する指

が中指であることを示すもの，変化した状態を示す正面図（２）は指の配置を

確認することを示すもの，変化した状態を示す正面図（３）は指静脈情報が撮

影されて，どの指であるかを確認したことを示すもの，変化した状態を示す正

面図（４）は指静脈が登録されている状況を示すものである。 

【意匠の説明】 （１）実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ

る。（２）底面図は平面図，右側面図は左側面図とそれぞれ対称に表れるので

省略する。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

 

【変化した状態を示す正面図（１）】 

 

 

【変化した状態を示す正面図（２）】 

 

 

【変化した状態を示す正面図（３）】 

 

 



【変化した状態を示す正面図（４）】 

 

 

【平面図】 

 

 

【左側面図】 

 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1513322 号 

【出願日（出願基準日）】 2014. 06.16 

【分類】 H7-721  W 

【意匠に係る物品】 画像プリント用受付端末機 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は、商店の店頭に設置され、ユーザにより操作される画像プリント用受

付端末機である。この受付端末機は、タッチパネル付きの表示部を有し、ユー

ザの指示に基づいてプリント対象の画像を選択して、プリント注文等を受け付

ける。メディアスロットに装填されたメモリや無線接続された携帯型情報端末

機等から画像が取り込まれる。表示部の画面には、画像一覧からプリント対

象の画像を選択する画像選択領域、選択した画像の仕上がり状態を表示す

る仕上がり表示領域、選択した画像に対して編集を施すコマンド等を表示する

ための編集領域が表示される。表示部の拡大図において、画像選択領域開

閉ボタンを操作すると、変化後を示す表示部の拡大図１に示すように、画像選

択領域が左方から引き出されて拡大表示され、代わりに仕上がり表示領域が

縮小される。拡大図１において、編集領域開閉ボタンを操作すると、拡大図に

戻る。また、拡大図において、編集領域にある各種編集ボタンのうちの所定の

編集ボタンを選択すると、変化後を示す表示部の拡大図２に示すように、選択

した編集ボタンの第２階層の項目を表示するための吹出しが表れて編集領域

が拡大表示され、代わりに仕上がり表示領域が縮小して表示される。拡大図

２において、選択した編集ボタンを操作すると拡大図１に戻る。また、画像選

択領域開閉ボタンを操作すると拡大図に戻る。 

【意匠の説明】 実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であ

る。右側面図は、左側面図と対称に表れるので省略する。 

【部分意匠】  

  

【斜視図】 

 

【表示部の拡大図】 

 

  

【変化後を示す表示部の拡大図１】 

 

【変化後を示す表示部の拡大図２】 

 



 【操作部等を説明する表示部の拡大参考図】 

 

【操作部等を説明する表示部の拡大参考図１】 

 

【操作部等を説明する表示部の拡大参考図２】 

 

 

【使用状態を示す参考図】 

 

【使用状態を示す参考図１】 

 

【使用状態を示す参考図２】 

 

【各部の名称等を説明する参考図】 

 

 

 



【登録番号】 意匠登録第 1510085 号 

【出願日（出願基準日）】 2014. 03.28 

【分類】 H7-725  W 

【意匠に係る物品】 携帯情報端末 

【意匠に係る物品の説明】 本物品は電子書籍、特に電子教科書として使用するための携帯情報端末で

ある。正面図に表された図形に表示された日付を選択すると、変化した状態を

示す正面図に表されたとおり、選択された日付の時間割（スケジュール）が表

示されるものである。 

【意匠の説明】 （１）正面図において実線で囲んだ部分が、部分意匠として意匠登録を受けよ

うとする部分である。（２）底面図は平面図と、左側面図は右側面図とそれぞ

れ対称に表れるので省略する。 

【部分意匠】  

  

【正面図】 

 

 

【変化した状態を示す正面図】 

 

 

【平面図】 

 

 

【右側面図】 

 

 

 


